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(57)【要約】
【課題】移動体の過去の移動実績に基づき複数の移動ル
ートの中から移動に最も適した移動ルートを選択し、選
択した移動ルートを適切に通知する。
【解決手段】衛星受信部１０３が測位情報をＧＰＳ衛星
より受信するとともに測位情報を補正するための補正情
報を準天頂衛星から受信し、測位部１０４が測位情報及
び補正情報を用いて移動体の所在位置を高精度に測位し
、通行時間計測部１１１は移動体がルート選択対象区間
を通行する度に移動ルート（車線）ごとに通行時間を計
測し、予想通行時間算出部１１２は通行時間計測部１１
１により計測された通行時間に基づき、移動ルートごと
に予想通行時間を算出し、移動ルート選択部１１４は複
数の移動ルートの中から予想通行時間が最も短い移動ル
ートを選択し、表示部１０６又は音声出力部１１５は移
動ルート選択部１１４により選択された移動ルートを通
知する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　複数の走行可能な車線が存在する特定区間について、車線ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶部と、
　特定区間を含むエリアの地図データを記憶する地図データ記憶部と、
　移動体の所在位置を測位する測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶部に記憶された
車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特定の車線を選択する移
動ルート選択部と、
　前記移動ルート選択部により選択された車線を通知する移動ルート通知情報を、他の移
動体に配置された他の移動端末装置に対して送信し、他の移動端末装置との間で移動ルー
ト通知情報を共有する通信部とを有することを特徴とする移動端末装置。
【請求項２】
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　複数の走行可能な車線が存在する特定区間について、車線ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶部と、
　特定区間を含むエリアの地図データを記憶する地図データ記憶部と、
　移動体の所在位置を測位する測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶部に記憶された
車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特定の車線を選択する移
動ルート選択部と、
　前記移動ルート選択部により選択された車線を通知する移動ルート通知情報を、他の移
動体に配置された他の移動端末装置に対して送信し、他の移動端末装置に更に移動ルート
通知情報を別の移動端末装置へ送信させることにより移動ルート通知情報を伝播させる通
信部とを有することを特徴とする移動端末装置。
【請求項３】
　前記予想通行時間記憶部は、
　車線ごとに時間帯別の予想通行時間を記憶し、
　前記移動ルート選択部は、
　移動体が特定区間内及び特定区間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合
に、現在時刻に対応する時間帯の予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特
定の車線を選択することを特徴とする請求項１又は２に記載の移動端末装置。
【請求項４】
　前記移動端末装置は、更に、
　移動体が特定区間内のいずれかの車線を通行する度に、移動体が当該車線を通行するの
に要した通行時間を計測する通行時間計測部と、
　前記通行時間計測部により計測された通行時間に基づき予想通行時間を算出する予想通
行時間算出部とを有し、
　前記予想通行時間記憶部は、
　前記予想通行時間算出部により算出された予想通行時間を車線ごとに記憶することを特
徴とする請求項１から３のいずれかに記載の移動端末装置。
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【請求項５】
　前記通信部は、
　前記予想通行時間記憶部に記憶された車線ごとの予想通行時間を通知する予想通行時間
通知情報を外部の装置に対して送信することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記
載の移動端末装置。
【請求項６】
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　複数の走行可能な道路が存在する特定区間について、道路ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶部と、
　特定区間を含むエリアの地図データを記憶する地図データ記憶部と、
　移動体の所在位置を測位する測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶部に記憶された
道路ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な道路の中から特定の道路を選択する移
動ルート選択部と、
　前記移動ルート選択部により選択された道路を通知する移動ルート通知情報を出力する
出力部とを有することを特徴とする移動端末装置。
【請求項７】
　前記予想通行時間記憶部は、
　道路ごとに時間帯別の予想通行時間を記憶し、
　前記移動ルート選択部は、
　移動体が特定区間内及び特定区間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合
に、現在時刻に対応する時間帯の予想通行時間に基づき複数の走行可能な道路の中から特
定の道路を選択することを特徴とする請求項６に記載の移動端末装置。
【請求項８】
　前記移動端末装置は、更に、
　移動体が特定区間内のいずれかの道路を通行する度に、移動体が当該道路を通行するの
に要した通行時間を計測する通行時間計測部と、
　前記通行時間計測部により計測された通行時間に基づき予想通行時間を算出する予想通
行時間算出部とを有し、
　前記予想通行時間記憶部は、
　前記予想通行時間算出部により算出された予想通行時間を道路ごとに記憶することを特
徴とする請求項６又は７に記載の移動端末装置。
【請求項９】
　前記移動端末装置は、更に、
　他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して移動ルート通知情報を送信する通信
部を有することを特徴とする請求項６から８のいずれかに記載の移動端末装置。
【請求項１０】
　前記移動端末装置は、更に、
　前記予想通行時間記憶部に記憶された道路ごとの予想通行時間を通知する予想通行時間
通知情報を外部の装置に対して送信する通信部を有することを特徴とする請求項６から８
のいずれかに記載の移動端末装置。
【請求項１１】
　前記通信部は、
　他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して予想通行時間通知情報を送信するこ
とを特徴とする請求項５又は１０に記載の移動端末装置。
【請求項１２】
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　前記通信部は、
　地図データの管理を行う地図データ管理装置に対して予想通行時間通知情報を送信する
ことを特徴とする請求項５又は１０に記載の移動端末装置。
【請求項１３】
　前記測位部は、
　測位情報及び測位情報を補正するための補正情報を用いて移動体の所在位置を測位する
ことを特徴とする請求項１から１２のいずれかに記載の移動端末装置。
【請求項１４】
　前記測位部は、
　移動体の所在位置を０．５メートル以下の精度で測位することを特徴とする請求項１か
ら１３のいずれかに記載の移動端末装置。
【請求項１５】
　地図データを保有する移動体において地図データの管理を行う地図データ管理方法であ
って、
　複数の走行可能な車線が存在する特定区間について、車線ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶ステップと、
　移動体の所在位置を測位する測位ステップと、
　前記測位ステップによる測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピン
グするマッピングステップと、
　前記マッピングステップによるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶ステップ
により記憶された車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特定の
車線を選択する移動ルート選択ステップと、
　前記移動ルート選択ステップにより選択された車線を通知する移動ルート通知情報を、
他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して送信し、他の移動端末装置との間で移
動ルート通知情報を共有する通信ステップとを有することを特徴とする地図データ管理方
法。
【請求項１６】
　地図データを保有する移動体において地図データの管理を行う地図データ管理方法であ
って、
　複数の走行可能な車線が存在する特定区間について、車線ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶ステップと、
　移動体の所在位置を測位する測位ステップと、
　前記測位ステップによる測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピン
グするマッピングステップと、
　前記マッピングステップによるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶ステップ
により記憶された車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特定の
車線を選択する移動ルート選択ステップと、
　前記移動ルート選択ステップにより選択された車線を通知する移動ルート通知情報を、
他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して送信し、他の移動端末装置に更に移動
ルート通知情報を別の移動端末装置へ送信させることにより移動ルート通知情報を伝播さ
せる通信ステップとを有することを特徴とする地図データ管理方法。
【請求項１７】
　地図データを保有する移動体において地図データの管理を行う地図データ管理方法であ
って、
　複数の走行可能な道路が存在する特定区間について、道路ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶ステップと、
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　移動体の所在位置を測位する測位ステップと、
　前記測位ステップによる測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピン
グするマッピングステップと、
　前記マッピングステップによるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶ステップ
により記憶された道路ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な道路の中から特定の
道路を選択する移動ルート選択ステップと、
　前記移動ルート選択ステップにより選択された道路を通知する移動ルート通知情報を出
力する出力ステップとを有することを特徴とする地図データ管理方法。
【請求項１８】
　前記測位ステップは、
　測位情報及び測位情報を補正するための補正情報を用いて移動体の所在位置を測位する
ことを特徴とする請求項１５から１７のいずれかに記載の地図データ管理方法。
【請求項１９】
　前記測位ステップは、
　移動体の所在位置を０．５メートル以下の精度で測位することを特徴とする請求項１５
から１８のいずれかに記載の地図データ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーナビゲーション装置等の移動端末装置における地図データの管理・表示
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、特開２０００－３１１１７５号公報に開示された技術がある。
　当該従来技術では、移動体に搭載された情報処理装置はＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星からの測位情報に基づき移動体の現在位置を測位
するとともに移動体の現在位置を地図データに反映させて表示する。そして、移動体が地
図データでは道路としていない位置を走行した場合には、移動体の走行軌跡を追加分道路
として表示し、また、追加分道路データとして記憶装置に記憶する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３１１１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の従来技術では、ＧＰＳ衛星からの測位情報のみに基づいて移動体の現在位置を測
位しているため精度よく測位を行うことができず、測位結果と実際の移動体の位置との間
に数メートル～数十メートルの測位誤差が生じる。
　このため、移動体の走行軌跡に基づいて追加分道路を表示しても実際の道路の位置とは
異なる位置に追加分道路が表示され、正確な地図データの表示ができない事態となる。
　また、実際の道路の位置を反映しない追加分道路データが記憶装置に記憶されることに
なるため、後に移動体が当該追加分道路を再度走行する際に当該追加分道路を走行してい
るにもかかわらず地図データ上では当該追加分道路以外の位置を走行している旨の表示が
なされ、正確なナビゲーションができないことになる。
【０００５】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決することを目的の一つとしており、移
動体の移動軌跡に基づき地図データになかった新たな道路を正確な位置で表示し、また、
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新たな道路を正確な位置で表示するように地図データの内容を更新することを目的の一つ
とする。
　更に、本発明は、移動体の過去の移動実績に基づき複数の移動ルートの中から移動に最
も適した移動ルートを選択し、選択した移動ルートを適切に通知することを目的の一つと
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る移動端末装置は、
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　複数の走行可能な車線が存在する特定区間について、車線ごとに予想通行時間を記憶す
る予想通行時間記憶部と、
　特定区間を含むエリアの地図データを記憶する地図データ記憶部と、
　移動体の所在位置を測位する測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶部に記憶された
車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走行可能な車線の中から特定の車線を選択する移
動ルート選択部と、
　前記移動ルート選択部により選択された車線を通知する移動ルート通知情報を、他の移
動体に配置された他の移動端末装置に対して送信し、他の移動端末装置との間で移動ルー
ト通知情報を共有する通信部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、測位情報及び測位情報を補正するための補正情報を用いて移動体の所
在位置を高精度に測位することができるため、移動ルート（車線）ごとの通行時間を計測
することができ、このため、移動体の過去の移動実績に基づき複数の移動ルートの中から
移動に最も適した移動ルートを選択し、選択した移動ルートを適切に通知することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る通信システムの構成例を示す図。
【図２】実施の形態１に係る移動端末装置の構成例を示す図。
【図３】地図データの表示例を示す図。
【図４】地図データの表示例を示す図。
【図５】地図データの表示例を示す図。
【図６】実施の形態１に係る地図データ更新処理の手順を示すフローチャート図。
【図７】実施の形態２に係る移動端末装置の対象とする道路の例を示す図。
【図８】実施の形態２に係る移動端末装置の構成例を示す図。
【図９】予想通行時間記憶部の記憶内容の例を示す図。
【図１０】選択された移動ルートを通知する表示ガイダンス例を示す図。
【図１１】実施の形態２に係る移動ルート選択処理の手順を示すフローチャート図。
【図１２】複数の移動ルートが存在する区間の例を示す図。
【図１３】準天頂衛星を説明する図。
【図１４】準天頂衛星を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態の通信システムの構成を示す原理図である。
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　移動体１は、例えば車輌であり、移動端末装置１０が配置されている。
　移動端末装置１０は、例えばカーナビゲーション装置であり、４機以上のＧＰＳ衛星２
より測位情報を受信するとともに準天頂衛星３より補正情報を受信し、測位情報及び補正
情報に基づき移動体１の所在位置を高精度に測位する。
　ＧＰＳ衛星２からの測位情報は、電波が地上に届くまでに電離層の影響及び対流圏遅延
の影響を受け、このため測位情報のみを用いて測位を行ったのでは測位結果に誤差が生じ
ることが多い。補正情報は、このような誤差を補正するための情報であり、全国９４７ヶ
所に配置された電子基準点により例えばＤ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）－ＧＰＳ技術に
基づき生成される。
　また、移動端末装置１０は地図データを保有しており、移動体１の所在位置を地図デー
タ上に反映させるとともに、移動体１が地図データ上で道路とされない位置を移動した場
合には移動軌跡に沿って道路データを追加する更新を行う。そして、移動端末装置１０は
更新内容を通知する更新内容通知を地図データ管理センター４の地図データ管理装置４０
に送信する。地図データ管理センター４は、例えば地図製作会社等である。
【００１０】
　次に、準天頂衛星３について説明する。
　図１３は、準天頂衛星の軌跡を説明する図であり、図１３において、３００は、準天頂
衛星である。
　準天頂衛星３００は、赤道面から約４５度の傾斜角及び、例えば離心率０．０９９程度
の周回軌道により、地球の自転に合わせて１日に１周回している。なお、赤道面からの傾
斜角は、設計により任意に設定してもよい。また、準天頂衛星３００は、昇交点赤経（赤
道面との交点）において１２０度ずつ離れるように３機が配置されている。
　図１４は、地表面上に投影される準天頂衛星軌道の軌跡を説明する図である。
　図１４においては、地上を固定して考えた場合に、図１３における準天頂衛星３００の
軌跡を示している。図１４に示すように、準天頂衛星３００は、赤道上を交点とする「８
の字」を描くように周回している。３機の準天頂衛星３００は、軌道面を異にするが８時
間ずつ交代するように、切れ目なく日本上空に位置している。また、地域を日本で考えた
場合、仰角が７０度以上の準天頂衛星３００が常に存在することになる。切れ目なく日本
上空に位置しているため、仰角が７０度以上の準天頂衛星３００が常に存在し、受信者が
地上で準天頂衛星３００から電波を受ける際、ビルの谷間でも電波を遮られることが少な
い。
【００１１】
　移動端末装置が補正情報を入手する場合、移動端末装置から電子基準点に対して移動体
の現在位置を通知して補正情報の送信を要求し、電子基準点は通知された移動体の現在位
置に対応する補正情報を移動端末装置に送信するのが通常の手順である。この場合には、
移動端末装置と電子基準点との間に双方向の無線通信が必要であることから双方向で通信
帯域を確保しなければならず、また、移動端末装置と電子基準点との間にビル等の障害物
がある場合には、移動端末装置は電子基準点と通信を行うことができず、補正情報を取得
できないことになる。
　この点、準天頂衛星３から補正情報を配信する場合は、双方向で通信帯域を確保する必
要もなく、また、移動端末装置と準天頂衛星３との間に障害物もなく、移動端末装置は確
実に補正情報を取得することができる。そして、このように移動端末装置が準天頂衛星か
ら補正情報を受信する場合は、移動端末装置は誤差ハーフメータ以下の高精度にて移動体
の所在位置を測位することができる。
【００１２】
　次に、図２を参照して、移動端末装置１０の構成例を説明する。
　衛星受信用アンテナ１０１は、ＧＰＳ衛星２及び準天頂衛星３との通信を実現するため
のアンテナである。
　一般通信用アンテナ１０２は、地図データ管理装置４０やその他の通信装置との通信を
実現するためのアンテナである。
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　衛星受信部１０３は、ＧＰＳ衛星２より測位情報を受信し、準天頂衛星３より補正情報
を受信する。
　測位部１０４は、ＧＰＳ衛星２からの測位情報及び準天頂衛星３からの補正情報を用い
て移動体１の所在位置を測位する。
　マッピング部１０５は、測位部１０４により測位された移動体１の所在位置を地図デー
タ上にマッピングする。
　表示部１０６は、マッピング部１０５により移動体の所在位置がマッピングされた地図
データ等を表示ディスプレイに表示する。
　通信部１０７は、地図データ管理装置４０やその他の通信装置と通信を行う。通信部１
０７は、例えば、更新内容通信情報を地図データ管理装置４０に送信する。
　地図データ記憶部１０８は、地図データを記憶している。本実施の形態では、地図デー
タ記憶部１０８は、地図データの書換えが可能であるとする。また、地図データ記憶部１
０８が記憶する地図データは、複数種の地図構成要素データから構成される。ここで、地
図構成要素データとは、道路、鉄道、河、橋、建物といった地図構成要素を示すデータの
ことである。
　地図データ更新部１０９は、地図データ上では道路となっていない位置を移動体１が移
動した場合に、移動体の移動軌跡に沿って道路を追加する更新を行う。
　入力部１１０は、移動端末装置１０のユーザからの各種指示を受付ける。
【００１３】
　移動端末装置１０は、図示していないが、例えばマイクロプロセッサ等のＣＰＵ、半導
体メモリ等や磁気ディスク等の記録手段、及び通信手段を有する計算機により実現するこ
とができる。記録手段には、移動端末装置１０に含まれる各構成要素の機能を実現するプ
ログラムが記録されており、ＣＰＵがこれらのプログラムを読み込むことにより移動端末
装置１０の動作を制御し、各構成要素の機能を実現することができる。
　なお、これらのプログラムを計算機で読みとり可能な記録媒体に記録することも可能で
ある。更には、これらのプログラムを通信網を介して送信し、送信先でこれらのプログラ
ムをインストールすることも可能である。
【００１４】
　次に、本実施の形態に係る移動端末装置１０の動作を概説する。
　図３は、移動端末装置１０の表示ディスプレイに表示される地図データの例を示してい
る。
　図３では、道路９１と道路９３との間に○×電機△工場９２があり、道路９１と道路９
３とを結ぶ道路はない。
　この状態で、図４に示すように移動体１が９４に示す軌跡で道路９１から道路９３に移
動した場合には、移動端末装置１０では、移動体の移動軌跡９４に沿って道路９１と道路
９３の間に新たな道路が存在すると判断し、移動軌跡９４に対応させて道路データを追加
する更新を行い、また、表示ディスプレイ上に新たな道路を表示する。
　この結果、表示ディスプレイに表示される地図データは図５に示す通りとなり、移動体
の移動軌跡９４に沿って道路９１と道路９３とを結ぶ新たな道路９５が追加表示される。
　また、新たな道路９５が通ることになった○×電機△工場９２は、新たな道路９５に沿
って二つの閉ループ要素９２ａ、９２ｂに分割され、また、以前の属性である○×電機△
工場を引き継ぐように更新され、また、表示ディスプレイ上にもそのように表示される。
【００１５】
　上述したように、移動端末装置は準天頂衛星から測位情報を受信することにより測位誤
差が数１０ｃｍ以下の高精度測位を行うことができるため、移動体の移動軌跡を正確に特
定することができ、この結果、新たな道路を正確な道路位置にて追加することができる。
また、後に移動体が当該新たな道路を通行する際にも、地図データ上の正確な位置に新た
な道路を表示することができ、また移動体の所在位置を正確に測位することができるため
、移動体が新たな道路を通行していることを正確な位置にて表示することができる。
【００１６】
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　次に、図６を参照して、地図データ更新処理の手順を説明する。
　まず、ステップＳ１１において、地図データ更新部１０９は、地図データ及び移動軌跡
情報をマッピング部１０５より取得する。取得する地図データは表示部１０６により表示
されている地図データである。また、移動軌跡情報には、マッピング部１０５により当該
地図データ上にマッピングされた移動体の移動軌跡が示されている。
　次に、ステップＳ１２において、地図データ更新部１０９は、移動軌跡と重なる地図構
成要素データを検出する。図４の例では、移動体の移動軌跡９４と重なる○×電機△工場
９２を検出する。
　次に、ステップＳ１３において、地図データ更新部１０９は、検出した地図構成要素デ
ータ（移動軌跡重複地図構成要素データ）の種類を判別する。具体的には、移動軌跡重複
地図構成要素データが道路データであるか道路データ以外のデータであるかを判断する（
ステップＳ１４）。
　道路データである場合には、ステップＳ１５において、新たな道路データを追加する必
要がないので、処理を終了する。
　一方、道路データでない場合は、移動軌跡重複地図構成要素データのうち移動軌跡と重
なる部分を道路データとするように地図データ記憶部１０８に記憶された地図データを更
新する。図４の例では、○×電機△工場９２のうち移動軌跡９４と重なる部分を新たな道
路９５とするように地図データを更新する。
　次に、ステップＳ１６において、地図データ更新部１０９は、移動軌跡に沿って移動軌
跡重複地図構成要素データを分割するように地図データの更新を行う。図４の例では、○
×電機△工場９２を要素９２ａと９２ｂに分割する更新を行う。
【００１７】
　以上の更新が行われたことにより、新たな道路が正確な道路位置にて表示ディスプレイ
上に表示されることになる。
【００１８】
　なお、図６のフローチャートでは、移動軌跡と重なる移動軌跡重複地図構成要素データ
が道路データでない場合には、無条件に地図データを更新することとしたが、移動体の移
動速度が所定の速度以上である場合にのみ地図データを更新するようにしてもよい。移動
体が道路を外れた場合であっても、単にショッピングセンターの駐車場に駐車し、入口と
異なる位置にある出口から出たような場合もあるため、道路を外れてから合流するまでの
平均移動速度が所定速度（例えば、１５ｋｍ／ｈ）以下の場合は、新規の道路ではないと
判断し、地図データの更新を行わないようにしてもよい。
【００１９】
　また、以上の手順により地図データを更新した場合には、地図データ更新部１０９は、
更新内容を通知する更新内容通知情報を作成し、通信部１０７、一般通信用アンテナ１０
２を介して地図データ管理センター４の地図データ管理装置４０に更新内容通知情報を送
信してもよい。地図データ管理センター４では、複数の移動端末装置から更新内容通知情
報を受信することにより、最新の道路状況を反映した地図データを管理することができる
。
【００２０】
　更に、移動端末装置は、近隣に存在する他の移動体の移動端末装置に更新内容通知情報
を送信し、近隣の移動端末装置間で最新の道路情報を共有するようにしてもよい。この場
合に、他の移動端末装置より更新内容通知情報を受信した移動端末装置が、更に、受信し
た更新内容通知情報を近隣の移動端末装置に送信することにより更新内容通知情報を順に
伝播させていくことも可能である。
【００２１】
　また、以上の説明では、地図データ記憶部に記憶された地図データは書換えが可能であ
ることを前提としたが、地図データの書換えができない場合であってもよい。この場合に
は、地図データ更新部が更新内容を記憶し、更新が行われたエリアの地図データを表示す
る場合には、地図データ記憶部に記憶されている地図データに地図データ更新部に記憶さ
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れた更新内容を重畳させて表示する。
【００２２】
　また、準天頂衛星はＧＰＳ衛星として機能することも可能であり、他のＧＰＳ衛星とと
もに測位情報を配信してもよい。この場合には、移動端末装置は３機以上のＧＰＳ衛星及
び準天頂衛星からの測位情報と準天頂衛星からの補正情報に基づき移動体の所在位置を測
位する。
【００２３】
　また、移動端末装置は、準天頂衛星からの補正情報を受信することで誤差数１０ｃｍ以
下の高精度測位を行うことができるため、道路の道路幅（片側何車線か）、交差点付近の
構成（右折レーンがあるか）といったことを認識することもできる。
　例えば、地図データ上では片側何車線の道路であるかが明らかでない道路を移動体が走
行する場合に、前回走行した位置から数ｍ右または左にずれた位置で当該道路を走行すれ
ば、移動端末装置では前回の走行位置からの差異を認識することができ、移動体が当該道
路を複数回走行すれば、移動端末装置では当該道路が何車線の道路であるかを推定するこ
とができる。これにより、当該道路を表示ディスプレイに表示する際に何車線の道路であ
るかといった付加的な情報も表示することができる。
　また、移動体がある交差点を右折する場合の走行位置と直進する場合の走行位置とが異
なっている場合、すなわち、右折する際には数ｍ右の位置を走行している場合は、移動端
末装置ではこの走行位置の差異を認識し、その交差点付近には右折レーンが存在すると推
定することができる。これにより、当該交差点付近に右折レーンが存在するといった付加
的な情報も表示することができる。
【００２４】
　また、道路以外にも通った軌跡により構成される閉ループを道路外の走行可能個所とし
て地図データに記録することも可能である。例えば、ショッピングセンター等の駐車場内
に進入した後に車両が走行する軌跡を用いて、駐車場範囲が走行可能であることが記録で
きる。
　また、これを応用して、業務車両が工場内や施設内の走行可能個所をくまなく走行する
と、その工場や施設の内部で車両が走行できる範囲が地図データに追加して記録できる。
【００２５】
　このように、本実施の形態によれば、準天頂衛星からの補正情報を用いた高精度測位を
行うことにより移動体の移動軌跡を正確に特定することができ、移動体が道路でない位置
を通行した場合にも、新たな道路を正確な道路位置にて地図データに反映することができ
る。
【００２６】
　次に、本実施の形態における移動端末装置及び地図データ管理方法の特徴を以下に再言
する。
【００２７】
　本実施の形態において、移動端末装置は、
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　道路を含む複数種の地図構成要素を示す複数種の地図構成要素データを有する地図デー
タを記憶する地図データ記憶部と、
　測位情報及び測位情報を補正するための補正情報を用いて移動体の所在位置を測位する
測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に従い移動体の移動軌跡を地図データ上で特定
し、少なくとも一部が移動軌跡と重なる地図構成要素データを移動軌跡重複地図構成要素
データとして検出し、検出した移動軌跡重複地図構成要素データの種類を判断し、移動軌
跡重複地図構成要素データが道路を示す地図構成要素データでない場合に移動軌跡重複地
図構成要素データのうちの移動軌跡と重なる部分を道路を示す地図構成要素データに更新
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する地図データ更新部とを有することを特徴とする。
【００２８】
　前記測位部は、
　準天頂衛星より配信された補正情報を用いて移動体の所在位置を測位することを特徴と
する。
【００２９】
　前記地図データ更新部は、
　移動軌跡重複地図構成要素データのうちの移動軌跡と重なる部分を道路を示す地図構成
要素データに更新する場合に、移動軌跡と重なる部分に沿って移動軌跡重複地図構成要素
データを分割する更新を行うことを特徴とする。
【００３０】
　前記地図データ更新部は、
　移動体の移動速度が所定速度以上である場合に、移動軌跡重複地図構成要素データのう
ちの移動軌跡と重なる部分を道路を示す地図構成要素データに更新することを特徴とする
。
【００３１】
　前記移動端末装置は、更に、
　前記地図データ更新部により地図構成要素データに対する更新が行われた場合に、更新
後の地図構成要素データを含む地図データを表示する表示部を有することを特徴とする。
【００３２】
　前記移動端末装置は、更に、
　前記地図データ更新部により地図構成要素データに対する更新が行われた場合に、更新
内容を通知する更新内容通知情報を外部の装置に対して送信する通信部を有することを特
徴とする。
【００３３】
　前記通信部は、
　他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して更新内容通知情報を送信することを
特徴とする。
【００３４】
　前記通信部は、
　地図データの管理を行う地図データ管理装置に対して更新内容通知情報を送信すること
を特徴とする。
【００３５】
　本実施の形態において、地図データ管理方法は、
　道路を含む複数種の地図構成要素を示す複数種の地図構成要素データを有する地図デー
タを保有する移動体において地図データの管理を行う地図データ管理方法であって、
　測位情報及び測位情報を補正するための補正情報を用いて移動体の所在位置を測位する
測位ステップと、
　前記測位ステップによる測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピン
グするマッピングステップと、
　前記マッピングステップによるマッピング結果に従い移動体の移動軌跡を地図データ上
で特定し、少なくとも一部が移動軌跡と重なる地図構成要素データを移動軌跡重複地図構
成要素データとして検出し、検出した移動軌跡重複地図構成要素データの種類を判断し、
移動軌跡重複地図構成要素データが道路を示す地図構成要素データでない場合に移動軌跡
重複地図構成要素データのうちの移動軌跡と重なる部分を道路を示す地図構成要素データ
に更新する地図データ更新ステップとを有することを特徴とする。
【００３６】
　前記測位ステップは、
　準天頂衛星より配信された補正情報を用いて移動体の所在位置を測位することを特徴と
する。
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【００３７】
　実施の形態２．
　本実施の形態では、特定の区間に複数の移動ルートが存在する場合に、複数の移動ルー
トのそれぞれについて予想通行時間を求め、予想通行時間が最も短い移動ルートを選択し
通知する場合について説明する。
【００３８】
　例えば、道路を直進しようとしている車輌が交差点付近で右折車の列に入ってしまい、
このため前の車輌（右折車）が右折するまで動けない場合がある。このような場合に、右
折車の列から抜け出そうとして車線変更を行うと、接触事故等の危険なことが起こる場合
がある。
　このため、本実施の形態では、過去の走行経験に基づく学習効果により最も短い時間で
通行可能な移動ルートを運転手に知らせる仕組み、すなわち、車輌がある道路を通行した
際に通行するのに要した通行時間を記憶し、再度その道路を通行するときに最も通行時間
が短い移動ルートを運転手に通知する仕組みについて説明する。
【００３９】
　図７は、本実施の形態で対象とする道路の例を示しており、Ａ地点からＢ地点までの区
間に複数の移動ルートとして複数の車線が存在する道路を示している。なお、移動ルート
（車線）の選択を行う区間、すなわち、図７の例では、Ａ地点からＢ地点までの区間をル
ート選択対象区間という。
　なお、本実施の形態においても、準天頂衛星から補正情報を配信することで誤差数１０
ｃｍ以下の高精度測位を行うことができ、この結果、複数車線のそれぞれを正確に識別で
きることを前提としている。
【００４０】
　図８は、本実施の形態に係る移動端末装置１０の構成例を示すブロック図である。
　図８において、１０１～１０８及び１１０は図２において示したものと同様である。
　また、実施の形態１と同様に、衛星受信部１０３は、ＧＰＳ衛星２から測位情報を受信
するとともに準天頂衛星３から補正情報を受信し、測位部１０４は測位情報及び補正情報
に基づいて移動体１の所在位置を高精度に測位する。また、準天頂衛星が測位情報も配信
する場合には、準天頂衛星からの測位情報を用いていもよい。
　また、表示部１０６は、移動ルート選択部１１４により選択された移動ルート（車線）
を通知するための表示を行う。
【００４１】
　通行時間計測部１１１は、移動体がルート選択対象区間を通行する度に移動ルート（車
線）ごとに通行時間を計測する。
　予想通行時間算出部１１２は、通行時間計測部１１１により計測された通行時間に基づ
き、移動ルート（車線）ごとに予想通行時間を算出する。予想通行時間は、移動体がある
移動ルート（車線）を通行する際に要すると予想される通行時間であり、例えば、通行時
間計測部１１１により計測された複数の通行時間の平均時間である。
　予想通行時間記憶部１１３は、予想通行時間算出部１１２により算出された移動ルート
（車線）ごとの予想通行時間を記憶する。
　移動ルート選択部１１４は、移動体がルート選択対象区間を通行しようとするとき、又
はルート選択対象区間を通行中に複数の移動ルート（車線）の中から予想通行時間が最も
短い移動ルート（車線）を選択する。
　音声出力部１１５は、移動ルート選択部１１４により選択された移動ルート（車線）を
音声で通知する音声ガイダンスを出力する。
【００４２】
　移動端末装置１０は、図示していないが、例えばマイクロプロセッサ等のＣＰＵ、半導
体メモリ等や磁気ディスク等の記録手段、及び通信手段を有する計算機により実現するこ
とができる。記録手段には、移動端末装置１０に含まれる各構成要素の機能を実現するプ
ログラムが記録されており、ＣＰＵがこれらのプログラムを読み込むことにより移動端末
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装置１０の動作を制御し、各構成要素の機能を実現することができる。
　なお、これらのプログラムを計算機で読みとり可能な記録媒体に記録することも可能で
ある。更には、これらのプログラムを通信網を介して送信し、送信先でこれらのプログラ
ムをインストールすることも可能である。
【００４３】
　上述したように、本実施の形態においても、移動端末装置１０はＧＰＳ衛星２からの測
位情報及び準天頂衛星３からの補正情報に基づいて誤差数１０ｃｍ以下の高精度測位を行
うことができる。このため、移動体がルート選択対象区間を通行しているときに、複数の
移動ルート（車線）のうちのどの移動ルート（車線）を通行しているかを判断することが
でき、通行時間計測部１１１は移動体がルート選択対象区間を通行する度に移動ルート（
車線）ごとに通行時間を計測することができる。
　この結果、通行時間計測部１１１が移動ルート（車線）ごとに計測した通行時間に基づ
き予想通行時間算出部１１２は移動ルート（車線）ごとに予想通行時間を算出することが
できる。
【００４４】
　図９は、予想通行時間記憶部１１３に記憶された記憶内容の例を示す。
　図９では、図７に示したＡ地点からＢ地点までの予想通行時間を車線ごとに時間帯に分
けて記憶している例を示している。また、各車線の予想通行時間は、通行時間計測部１１
１により計測された通行時間の平均時間である。
【００４５】
　移動ルート選択部１１４は、移動体が図７に示すＡ地点に差しかかるとき、または、Ａ
地点からＢ地点の間の区間にあるときに、現在時刻に対応する時間帯の予想通行時間を各
車線について参照し、予想通行時間の短い車線を選択する。
　そして、表示部１０６が移動ルート選択部１１４により選択された車線を表示ディスプ
レイ上に図１０に示す例のように表示する。図１０では、現在時刻が１０時３４分なので
左車線の方が予想通行時間が短く、このため左車線が選択され、表示ディスプレイに左車
線を走行するよう指示するガイダンスが表示される。
　また、同時に、音声出力部１１５から左車線を走行するよう指示する音声ガイダンスを
出力してもよい。
【００４６】
　次に、移動ルート（車線）の選択手順を図１１のフローチャートを用いて説明する。
　まず、ステップＳ２１において、移動ルート選択部１１４はマッピング部１０５より移
動体の所在位置を示す所在位置情報を取得する。
　次に、ステップＳ２２において、移動体の所在位置がルート選択実行エリア内かどうか
を判断する。ルート選択実行エリアとは移動ルートの選択処理を開始すべきエリアであり
、ルート選択対象区間の開始点の手前所定位置から終了点の手前所定位置までのエリアで
ある。図７に示した例では、例えば、Ａ地点の手前１００ｍからＢ地点の手前１００ｍま
でのエリアをルート選択実行エリアとする。なお、移動ルート選択部１１４はルート選択
実行エリアの位置情報を保有しており、移動体の所在位置情報と比較することにより移動
体の所在位置がルート選択実行エリア内であるか否かを判断する。
　移動体の所在位置がルート選択実行エリア外であれば、移動ルート（車線）の選択を行
わないため、処理を終了する。
　一方、移動体の所在位置がルート選択実行エリア内であれば、ステップＳ２３において
、予想通行時間記憶部１１３の記憶内容を参照し、対象となるルート選択対象区間につい
て予想通行時間の最も短い移動ルート（車線）を選択する。また、予想通行時間記憶部１
１３が時間帯ごとに予想通行時間を記憶している場合は、現在時刻に対応する時間帯につ
いて予想通行時間が最も短い移動ルート（車線）を選択する。
　次に、ステップＳ２４において、選択した移動ルート（車線）を表示部１０６、音声出
力部１１５に通知し、表示部１０６、音声出力部１１５から選択した移動ルート（車線）
を通知するガイダンスを出力させる。
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【００４７】
　このように、本実施の形態によれば、準天頂衛星からの補正情報を用いた高精度測位を
行うことにより移動ルートごとの通行時間を計測することができ、移動ルートごとの通行
時間に基づく予想通行時間を用いて最も早く通行できると考えられる移動ルートを選択す
ることができる。
【００４８】
　なお、移動端末装置は、選択した移動ルートを通知する移動ルート通知情報を近隣に存
在する他の移動体の移動端末装置に送信し、近隣の移動端末装置間で移動ルート通知情報
を共有するようにしてもよい。この場合に、他の移動端末装置より移動ルート通知情報を
受信した移動端末装置が、更に、受信した移動ルート通知情報を近隣の移動端末装置に送
信することにより移動ルート通知情報を順に伝播させていくことも可能である。
【００４９】
　また、移動端末装置は、予想通行時間記憶部に記憶された予想通行時間を通知する予想
通行時間通知情報を近隣に存在する他の移動体の移動端末装置に送信し、近隣の移動端末
装置間で予想通行時間通知情報を共有するようにしてもよい。この場合に、他の移動端末
装置より予想通行時間通知情報を受信した移動端末装置が、更に、受信した予想通行時間
通知情報を近隣の移動端末装置に送信することにより予想通行時間通知情報を順に伝播さ
せていくことも可能である。
【００５０】
　また、以上では、移動ルートとして、同一道路に含まれる各車線を例にして説明したが
、例えば、図１２に示すようなＡ地点からＢ地点までに複数の道路が存在する場合の各道
路を移動ルートとし、当該複数の道路について予想通行時間に基づき移動ルートを選択す
るようにしてもよい。
【００５１】
　次に、本実施の形態における移動端末装置及び地図データ管理方法の特徴を以下に再言
する。
【００５２】
　本実施の形態において、移動端末装置は、
　移動体に配置され、地図データを保有する移動端末装置であって、
　複数の移動ルートが存在する特定区間について、移動ルートごとに予想通行時間を記憶
する予想通行時間記憶部と、
　特定区間を含むエリアの地図データを記憶する地図データ記憶部と、
　移動体の所在位置を測位する測位部と、
　前記測位部の測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピングするマッ
ピング部と、
　前記マッピング部によるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区間から
所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶部に記憶された
移動ルートごとの予想通行時間に基づき複数の移動ルートの中から特定の移動ルートを選
択する移動ルート選択部と、
　前記移動ルート選択部により選択された移動ルートを通知する移動ルート通知情報を出
力する出力部とを有することを特徴とする。
【００５３】
　前記予想通行時間記憶部は、
　移動ルートごとに時間帯別の予想通行時間を記憶し、
　前記移動ルート選択部は、
　移動体が特定区間内及び特定区間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合
に、現在時刻に対応する時間帯の予想通行時間に基づき複数の移動ルートの中から特定の
移動ルートを選択することを特徴とする。
【００５４】
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　前記移動端末装置は、更に、
　移動体が特定区間内のいずれかの移動ルートを通行する度に、移動体が当該移動ルート
を通行するのに要した通行時間を計測する通行時間計測部と、
　前記通行時間計測部により計測された通行時間に基づき予想通行時間を算出する予想通
行時間算出部とを有し、
　前記予想通行時間記憶部は、
　前記予想通行時間算出部により算出された予想通行時間を移動ルートごとに記憶するこ
とを特徴とする。
【００５５】
　前記予想通行時間記憶部は、
　複数の走行車線が存在する道路の特定区間について、走行車線ごとに予想通行時間を記
憶し、
　前記移動ルート選択部は、
　移動体が特定区間内及び特定区間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合
に、前記予想通行時間記憶部に記憶された走行車線ごとの予想通行時間に基づき複数の走
行車線の中から特定の走行車線を選択し、
　前記出力部は、
　前記移動ルート選択部により選択された走行車線を通知する移動ルート通知情報を出力
することを特徴とする。
【００５６】
　前記移動端末装置は、更に、
　他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して移動ルート通知情報を送信する通信
部を有することを特徴とする。
【００５７】
　前記移動端末装置は、更に、
　前記予想通行時間記憶部に記憶された移動ルートごとの予想通行時間を通知する予想通
行時間通知情報を外部の装置に対して送信する通信部を有することを特徴とする。
【００５８】
　前記通信部は、
　他の移動体に配置された他の移動端末装置に対して予想通行時間通知情報を送信するこ
とを特徴とする。
【００５９】
　前記通信部は、
　地図データの管理を行う地図データ管理装置に対して予想通行時間通知情報を送信する
ことを特徴とする。
【００６０】
　本実施の形態において、地図データ管理方法は、
　地図データを保有する移動体において地図データの管理を行う地図データ管理方法であ
って、
　複数の移動ルートが存在する特定区間について、移動ルートごとに予想通行時間を記憶
する予想通行時間記憶ステップと、
　移動体の所在位置を測位する測位ステップと、
　前記測位ステップによる測位結果に基づき移動体の所在位置を地図データ上にマッピン
グするマッピングステップと、
　前記マッピングステップによるマッピング結果に基づき移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在するか否かを判断し、移動体が特定区間内及び特定区
間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合に前記予想通行時間記憶ステップ
により記憶された移動ルートごとの予想通行時間に基づき複数の移動ルートの中から特定
の移動ルートを選択する移動ルート選択ステップと、
　前記移動ルート選択ステップにより選択された移動ルートを通知する移動ルート通知情
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報を出力する出力ステップとを有することを特徴とする。
【００６１】
　前記予想通行時間記憶ステップは、
　複数の走行車線が存在する道路の特定区間について、走行車線ごとに予想通行時間を記
憶し、
　前記移動ルート選択ステップは、
　移動体が特定区間内及び特定区間から所定距離内のいずれかに所在すると判断した場合
に、前記予想通行時間記憶ステップにより記憶された走行車線ごとの予想通行時間に基づ
き複数の走行車線の中から特定の走行車線を選択し、
　前記出力ステップは、
　前記移動ルート選択ステップにより選択された走行車線を通知する移動ルート通知情報
を出力することを特徴とする。
【符号の説明】
【００６２】
　１　移動体、２　ＧＰＳ衛星、３　準天頂衛星、４　地図データ管理センター、１０　
移動端末装置、４０　地図データ管理装置、１０１　衛星受信用アンテナ、１０２　一般
通信用アンテナ、１０３　衛星受信部、１０４　測位部、１０５　マッピング部、１０６
　表示部、１０７　通信部、１０８　地図データ記憶部、１０９　地図データ更新部、１
１０　入力部、１１１　通行時間計測部、１１２　予想通行時間算出部、１１３　予想通
行時間記憶部、１１４　移動ルート選択部、１１５　音声出力部。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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